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1990年 

欧州 北米 

アジア 

欧州 北米 

アジア 

305（13.0％） 

288（12.3％） 533（22.8％） 

出典：日本郵船、商船三井営業調査部調べ 

2002年 414（6.8％） 

1.36倍 

816（13.4％） 

2.83倍 

その他 
2,108（34.6％） 

域内 
890（14.6％） 

2.54倍 

1,358（22.3％） 

2.55倍 
域内 

350（15.0％） 
その他 

864（36.9％） 合計：2,341万TEU

単位：万TEU 、（　）はシェア 

合計：6,085万TEU　2.60倍 
単位：万TEU 、（　）はシェア 
○倍は対1990年比を示す。 

世界のコンテナ海上荷動量

●国際海上コンテナ輸送における基幹航路の集約、アジア諸国との航路網の拡大等物流ネットワークの多層化
～アジア－欧州、アジア－北米及びアジア域内のコンテナ流動が飛躍的に増加～

●アジア諸国のコンテナ取扱量の現状
香港、シンガポールを始めとするアジア諸国の港湾のコンテナ取扱量は飛躍的に増加し、2002年には

世界の取扱量ランキング6位までを占めるに至った。一方我が国の港湾は取扱貨物量自体は増加しているも
のの、相対的に地位を低下させている。近年もアジア諸国の港湾のコンテナ取扱量の増加傾向は続いている。

世界の港湾のコンテナ取扱量ランキング 近年のアジア主要港湾のコンテナ取扱量 

香港：18,600千TEU

釜山：09,436千TEU

上海：08,610千TEU

高雄：08,493千TEU

深　：07,614千TEU

シンガポール 
　　：16,800千TEU

（千TEU） 

　2,000
’98 ’98 ’00 ’01 ’02（年） 

　4,000

　6,000

　8,000

　15,000

　17,000

　19,000

× 

× 

× 

× 

× 

 

東京：02,900千TEU

港 　 名  取扱量 港 　 名  取扱量 

1 ニューヨーク/ニュージャージー 

2 ロッテルダム　 

3 香　　港 

5 高　　雄　 

6 シンガポール 

7 サンファン 

8 ロングビーチ 

9 ハンブルグ 

10 オークランド 

1,947

1,901

1,465

979

917

852

825

783

782

16 釜　　山 634

1980年 2002年 

1 香　　港 18,600

2 シンガポール 16,800

3 釜　　山 9,436

4 8,610

5 8,493

6

ロッテルダム 

7,614

7

ロサンゼルス 

6,500

8 6,105

9 ハンブルグ 5,373

10 アントワープ 4,777

（単位：千TEU） （単位：千TEU） 

　圸 川 深 

高　　雄 

上　　海 

出典：Containerization International Year Book， 
　　　March 2002 Containerization International　他 

圸 川 

4 神　　戸神　　戸 

12 横　　浜横　　浜 

1,456

722

18 東　　京東　　京 632 18 東　　京東　　京 2,900

21 横　　浜横　　浜 2,336

27 神　　戸神　　戸 2,000

4 神　　戸 

12 横　　浜 

1,456

722

18 東　　京 632 18 東　　京 2,900

21 横　　浜 2,336

27 神　　戸 2,000

1 活力～国際競争力の強化と国民生活の質の向上に資する海上輸送サービスの確保や産業空間の形成～

我が国の経済活性化と民需・雇用の創出
（1）我が国港湾の国際競争力の強化と国際物流ネットワークの信頼性の向上

～より低廉、迅速、かつ安全で信頼性の高い国際物流体系の構築～

① 国際海上コンテナ物流への戦略的取組み

Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項Ⅱ．重点事項

■目標 ■具体的な施策 
●港湾物流の高質化 
　・輸送の確実性・定時性の向上 
　・リードタイムの短縮 
　・リアルタイムの情報提供 
　・コスト縮減 
●港湾におけるロジスティクス・ハブの形成 
　・クロスドック拠点の形成 
　・流通加工・保管のための拠点の形成 
●国際物流ネットワークの信頼性の向上 

・船舶大型化に対応したコンテナターミナルの整備 
・物流拠点としての臨海部の整備 
・港湾24時間フルオープン化の実現 
・港湾情報プラットフォームの構築 
・安全かつ効率的な航行を実現する国際幹線航路整備等 
・改正SOLAS条約に対応した港湾の保安対策等の強化　等 
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シンガポールを中継ハブとしてアジア各地へ中継輸送 
  
 
○配送頻度が　0.8船／1週間 �1.3船／1週間 
 
○輸送コストが約15％低減 

シンガポールにクロスドックを設置した 
自動車会社T社の例 

例えば ....        　クロスドック拠点 
臨海部における産業集積を活用し、リード 
タイムの短縮、輸送コストの低減等を図り、 
企業のSCM＊を支援する物流拠点。 

世
界
各
地
へ 

アジア各地へ 

：生産拠点 

＊SCM：サプライ・チェーン・マネジメントSupply Chain Management 
　生産から消費まで流通過程を一貫したシステムとしてとらえ全体の効率性を高めることにより、市場の変化に対して最適化を図ること。 

●グローバル企業の物流戦略
～企業活動を支える物流機能強化の要請～
一方、グローバル企業は、国際競争力を強化するため適地生産や原料・部品・完成品等をjust in time

で供給する体制を構築しており、こうした活動を支援する物流拠点の形成を求めている。我が国において

も高付加価値品に強いという特色を活かしつつ、臨海部のクロスドック拠点の形成等を通じて、配送の高

頻度化、輸送コストの低減を図る必要がある。

●アジア諸国のコンテナ戦略
～コンテナを制するものが国際海上物流を制する～
アジア諸国は国家戦略として国際海上コンテナ物流の強化に取り組んでおり、トランシップ貨物の集約

または、背後圏の活発な経済活動から生ずるダイレクト貨物の集積を図っている。

豆満江開発 
（北東アジアの新たなゲートウェイ） 

光陽港・釜山港・釜山新港 
（アジアのハブを目指す） 

上海・洋山大水深港 
（香港、シンガポールを越える2,500万TEU 
  を扱う国際ハブ港を目指す） 

大連・大窯湾新港 
（東北中国のゲートウェイ） 

シンガポール港 
（グローバルハブ） 

高雄港・ロジスティクスセンター 
（アジアのディストリビューション 
  センターを目指す） 

香港・深　諸港 
（珠江デルタ経済のゲートウェイ） 

タンジュンペラパス港 
（シンガポールに挑戦する 
  新興中継港湾） 

圸川 

Ⅱ．重点事項
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第一部　港湾関係事業

イ）スーパー中枢港湾プロジェクトの推進

■目標
～アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現～

アジア域内において港湾間競争が激しさを増す中で、我が国港湾は相対的にその地位を低下させており、

我が国港湾の国際競争力の向上を図ることが喫緊の課題となっている。このため、アジアの主要港を凌ぐ

コスト・サービス水準の実現を目標に、ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化等の施策を先導

的・実験的に官民一体で展開するスーパー中枢港湾プロジェクトを推進する必要がある。

このため、スーパー中枢港湾において、ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化等を図るための

社会実験及びコンテナ輸送に係る広域連携施策検討調査等を実施するとともに、次世代高規格コンテナタ

ーミナルの形成に係る財政投融資の金利の引き下げ等を行う。

●ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化等に向けた社会実験

・港湾コストは、現状より約3割低減（釜山港(韓国)、高雄港(台湾)と同レベル）
・リードタイム＊は、現状3～4日を1日程度まで短縮（シンガポール港と同レベル）

＊リードタイム：本船の入港から貨物引き取りが可能となるまでの時間

　スーパー中枢港湾において、ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化等によるターミナル利用の 
高度化及び物流の効率化の効果を明らかにするため社会実験を実施する。 

次世代高規格コンテナターミナル 現行ターミナル 

一体的なバース運営に伴う稼働率の向上 

実験結果の 
評価 

・ターミナル 
　運営効率化 
　上のインパ 
　クト 
 
・ターミナル 
　利用形態の 
　変化 
 
・新たな需要 
　の喚起等 

本
格
的
な
導
入
へ 

別個の施設及び 
オペレーション 
システムによる 
運営 統合・ 

ＩＴ化 

個別の 
バース管理 

1．ターミナル全体 
の効率的な運営 
 

2．ゲート等施設の 
集約・施設費の 
節約 
 

3．荷役の迅速化・ 
安全性の向上 一体的な 

バース管理 

実験内容  
ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化等を進めるターミナルにおいて、 
モデルソフトの開発及び機器の試作・試験運営並びにこれらの効果の測定を実施。 

（ターミナルシステムの統合・大規模化、ＩＴ化） 

スーパー中枢港湾社会実験 
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Ⅱ．重点事項

ロ）国際海上コンテナターミナルの整備促進

限られた需要をめぐる国際的な港湾間競争や、世界の基幹航路に投入されるコンテナ船の大型化が今
後さらに進むと予想されるなか、我が国港湾が、より安価で・より速く・より安全で信頼性の高いサービ
スを提供し、産業の国際競争力と国民生活の安定を今後とも支えることができるよう、中枢・中核国際港
湾における国際海上コンテナターミナルの整備を通じ、基幹航路における我が国のゲートウェイとしての
機能強化や、アジア地域における物流ネットワークの充実を図る。（東京港、名古屋港等）

指標：国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率【H14比5％減（H19）】

伊勢湾 

大阪湾 

北部九州 

東京湾 

中枢国際港湾 

自動車専用道路 

※国土交通省港湾局作成 

○中枢国際港湾：東京湾、伊勢湾、大阪湾、 
　　　　　　　　北部九州の4地域 
○中核国際港湾：北海道、日本海中部、 
　　　　東東北、北関東、駿河湾沿岸、 
　　　　中国、南九州、沖縄の8地域 

○事業費958億円（対前年度比1.08）国費595億円（対前年度比1.02）

最大船型の推移 

8,000～10,000
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005（年）

738

752
1,096

2,500

4,2584,258

4,600

4,700
4,9504,950

4,258

4,600 4,950

6,400
7,060

積
載
個
数
 

竣工年 

注）2002年の数値は発注計画に基づくものであり、 
2005年については推定値を示す。 

12,000

13,000

11,000

10,000

9,000

（TEU）

出典：池田良穂「1万TEU超大型コンテナ船の試設計事例 
　　　（2001.6.12超大型コンテナ船シンポジウム資料）」より作成 

  13,000
（推定）  

120

100

80

60

40

20

0
’80 ’81’82’83 ’84 ’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02（年） 

180

200

160

140

200

0

800

1,000

600

400

（百万トン） （兆円） 

出典：GDP；内閣府総合研究所、コンテナ貨物量；港湾局計画課調べ 

GDP（名目） 
（右目盛り） 

輸出入計 
（左目盛り） 

輸出入計（対アジア） 
（左目盛り） 

4,3004,300

●コンテナ船の大型化の推移と今後の動向 ●我が国におけるアジアを中心とするコンテ
ナ輸出入貨物量の増加

●国際海上コンテナターミナルの拠点的
全国配置

名古屋港（飛島ふ頭南地区）国際海上コンテナターミナル完成予想図
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第一部　港湾関係事業

② 改正SOLAS条約等を踏まえた港湾の保安対策の強化

2001年9月の米国同時多発テロの発生を踏まえ、2002年12月にIMO（国際海事機関）において海
上人命安全条約（SOLAS条約）が改正され、2004年7月までに対象港湾施設（500総トン以上の外航
船等に供する岸壁等）において所要の保安対策を講ずることが義務付けられた。
これは世界の港湾施設に求められる国際標準の転換を意味し、我が国の港湾施設においても、国際海

上輸送システムの拠点として保安対策強化という国際的責任を果たすことが必須となり、国際水準の保安
対策を行わない場合にはそのシステムから外れることになる。
このような状況の下、我が国の経済活動を支える国際海上輸送システムの信頼性を維持するとともに、

港湾の国際競争力の強化に資するため、港湾施設の保安システムを国際的な水準にまで高めるための対策
を強化する。
なお、改正SOLAS条約への対応のための港湾の保安設備の整備については、平成15年度補正予算に

より措置した。（国費232億円）
また、国際港湾において国際犯罪やテロ等を防止する水際対策の重要性にかんがみ、国際港湾ごとに

「港湾保安委員会」を設置することにより、危機管理体制の強化を図る。

●改正SOLAS条約を踏まえた港湾の保安対策強化の背景と対応

◇米国における海事保安法の成立（2002年11月） 

●米国同時多発テロ事件の発生（2001年9月） 

●国際的な動きに対応した我が国港湾の保安対策の実施 
　　　　　　　　　　　�国際社会への貢献と日本の国益確保 

●2004年7月までに港湾施設保安計画の作成されたリストをIMOに報告 

◇IMO（国際海事機関）における海上人命安全条約（SOLAS条約）の改正 
 （2002年12月）�船舶と港湾施設の保安対策強化 

◇国：改正SOLAS条約に対応した国内法を整備 
　　　港湾施設保安評価（脆弱性評価）の実施と港湾施設保安計画の承認 

◇港湾施設管理者：2004年7月までに港湾施設保安計画を作成 
　　　　　　　　　対策の実施（自己警備としてのハード対策及びソフト対策） 

・米国が外国港湾のテロ対策の有効性を評価し、テロ対策が不十分な港湾に改善策を勧告 
 
・改善策を通知後90日以内に適切な処置がとられなかった場合は、その港湾で積み荷した船
舶に対し、米国への入港拒否が可能 

・2004年7月1日（改正条約発効予定日）までに、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
対策を強化することを義務化 

　（船舶・港湾施設の保安計画の策定、保安責任者の配置、入港規制等） 
 
・港湾施設保安計画が作成されていないなど対策が不十分な場合、その港から出航した船舶が
相手港に入港規制される可能性がある。また、船会社の判断による船舶の抜港も懸念される。 
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Ⅱ．重点事項

制限水域制限水域 

出入管理装置 

ヤード内監視カメラ 

ゲート フェンス 

境界監視カメラ 
制限水域 

照明 

照明 

ソフト対策
・港湾施設保安計画の策定　　・陸域・水域の監視
・港湾施設保安職員の配置　　・保安訓練の実施　等
・制限区域へのアクセス管理

●改正SOLAS条約を踏まえたコンテナターミナルの保安対策のイメージ

●国際港湾における水際対策
平成15年12月の「空港・港湾における水際対策幹事会」（主宰：内閣危機管理監）決定に基づき、各国

際港湾を管轄する国・地方の機関や民間事業者等により構成される「港湾保安委員会」を設置することに

より、各機関の連携による保安の向上と入出管理の強化を図る。

③ 国際幹線航路の着実な整備推進と連携の促進

船舶航行の安全性向上と安定的な海上輸送サービスの確

保、そして大型船舶の航行が可能となることによる物流コ

スト削減を図るため、浅瀬等の存在により湾内航行に支障

のある主要4国際幹線航路の整備を進める。（東京湾口航路、

中山水道航路、備讃瀬戸航路及び関門航路）

その際、首都圏の経済活動と国民生活を支えるゲートウ

ェイである東京湾の安定的な海上輸送を支えるべく、東京

湾口航路等の整備に重点化する。

指標：船舶航行のボトルネックの解消率
【75％（H12）→90％（H18）】

本牧 

磯子 

金沢 

横須賀 

観音崎 

久里浜 

猿島 

富津 
富津岬 

第一海堡 

第二海堡 

磯根岬 

金谷 

東京湾口航路整備事業 
（平成19年完了予定） 

浦 
賀 

水 
道 

浦賀水道航路 

中
の
瀬

 

船の進行航路 
事故現場 
中ノ瀬航路中、黒色部分は水深が 
－23mよりも浅い箇所 

中ノ瀬航路 

第三海堡 

○事業費198億円（対前年度比1.24）国費198億円（対前年度比1.24）
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第一部　港湾関係事業

④ 港湾におけるハード・ソフト一体となった施策への取組み

国際港湾物流における地位が相対的に低下している我が国港湾において、国際競争力の強化を図るため

には、世界の先進港湾を凌ぐサービスを低コストで提供することが喫緊の課題であり、港湾物流のさらな

る効率化を実現するため、ＩＴを活用したハード・ソフト一体となった施策への取組みを一層推進する。

イ）港湾物流情報プラットフォームの構築

港湾では、貨物が船舶から荷主まで流れる過程で関与する関係者間で、情報交換、情報共有がタイムリ

ーかつ円滑に行われていないため、時間面やコスト面で様々な非効率が生じている。

このような問題を解決するため、船社・港運・海貨・陸運・荷主等の港湾物流を担う業界及び関係行政

機関等において情報の交換・共有を可能とする共通のシステム環境「港湾物流情報プラットフォーム」を

構築し、効率的な港湾物流を実現する。

ロ）輸出入・港湾諸手続のワンストップサービスの利便性向上への取組み

国際標準への準拠、手続の簡素化の一環として、外航船舶の入出港に関する手続等の簡素化を図ること

を内容とするFAL条約（国際海運の簡易化に関する条約）、及び、港湾施設、船舶における保安の確保の

ために必要な措置を図ることを内容とする改正SOLAS条約（海上人命安全条約）の批准等に伴い、国際

的な調和に留意しつつ、港湾EDIシステムの信頼性・利便性の向上に係る検討を行う。

また、平成15年7月23日に実現した輸出入・港湾関連手続のワンストップ化についても利用者の意

見・要望等を踏まえたさらなる利便性向上に取組む。

港湾物流の現状 
輸入のケース 

着岸 
陸上輸送 

コンテナデポ 物の流れ 

商流 
コンテナターミナル 船舶 

荷役 陸送 販売 保管 ゲート処理 海運 着岸 

コンテナの載った 
船舶はいつ着岸し 
て、いつ手元にく 
るのか…。（荷主） 

コンテナはいつ搬 
入するのか？　 
いつから手続き 
ができるのか…。 
（海貨） 

仕分・積替・保管・ 
流通加工 

●港湾情報プラットフォームの構築 

業務プロセスの統一化 
メッセージの開発 

荷主 

海貨・通関業 

ターミナル 

船社 

陸運 

港湾物流情報 
プラットフォーム 

（事務所） （運転手） 

行政手続システム 
（シングルウィンドウ） 

連携 

全員参加 

全員参加 

全員参加 

全員参加 

全員参加全員参加 全員参加 

：情報の流れ 

：貨物の流れ 

凡例 

自働化・省力化 

 

どのコンテナがいつ搬 
出されるかはトラック 
がゲートに来ないとわ 
からない…。（ターミ 
　ナルオペレータ） 

コンテナを取りに行っ 
ても手続きが完了して 
なければ無駄骨…。 
（陸運） 

コンテナはどこに 
あっていつ到着す 
るのか…。 
余裕を持って着 
岸後3日目に納 
品とみるか 

受荷主受荷主 受荷主 
発荷主 

!?!?

指標：港湾EDIシステムの普及率【22％（H13）→100％（H17）】
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Ⅱ．重点事項

海運事業者及び 
船舶代理店 

港　長 港湾管理者 

インターネット 

港湾EDIシステム 港湾EDIシステム 

・入出港届 
・係留施設使用届 
・夜間入港許可申請 
・停泊場所指定願申請 
・移動届 
・移動許可申請 
・危険物荷役許可申請 
・危険物運搬許可申請 

・入出港届 
・係留施設使用 
　　　　　　許可申請 

手続の見直し等をふまえた手続の見直し等をふまえた 
システムの検討システムの検討 

入出港に関する 
手続きの簡素化 
（FAL条約） 

船舶の保安に関する 
届出の追加 

（改正SOLAS条約） 

インターネット 

インターネット 

インターネット 

手続の見直し等をふまえた 
システムの検討 

●港湾EDIシステムの利便性向上の検討 

ハ）国際海上コンテナターミナルの高度化の推進

我が国の港湾コストは、アジア周辺諸国に比べ諸物価が高く、現状の対応の延長では国際競争に対応し

た低コストかつ24時間のサービスを実現することは困難である。このため、荷役作業の自働化・省力化

及びゲートシステム等の情報化など、国際コンテナターミナルの高度化を図る。

ニ）港湾施設管理用光ファイバー等収容空間の整備

「e－Japan重点計画2003」に基づく世

界最高水準の高度情報通信ネットワーク形

成の一環として、道路、河川等とも連携し

つつ、港湾管理業務の効率化やコンテナタ

ーミナル等における業務活動の支援等を行

うため、港湾において光ファイバー及びそ

の収容空間の整備を促進する。（川崎港等）

荷役作業の流れ 

コンテナ船 

【従来型コンテナターミナル】 【自働化型コンテナターミナル】 

荷役作業の流れ 

自働運転自働運転 自働運転自働運転 自働運転 自働運転 

自働荷役システム 

コンテナ船 

自働荷役機器 
制御システム 

●国際コンテナターミナルの自働化・省力化 

自働化作業エリア自働化作業エリア 自働化作業エリア 

2424
時
間
フ
ル
オ
ー
プ
ン
化

時
間
フ
ル
オ
ー
プ
ン
化 

荷
役
コ
ス
ト
低
減

荷
役
コ
ス
ト
低
減 

24
時
間
フ
ル
オ
ー
プ
ン
化 

荷
役
コ
ス
ト
低
減 

自働運転 

ゲート ゲート 

●光ファイバー収容管路の構造例 

民間事業者が活用可能なさや管 

公共施設管理用光ファイバーを収容するさや管 

約250mm

ı{他の施設管理用光ファイバーとの接続を進めるとともに、
民間事業者も利用可能な収容空間とする。

指標：公共施設管理用光ファイバー等収容空間ネットワークの延長【28,140km（H13）→32,000km（H15）】


